
変遷するグローバルビジネスから見たデジタル経済課税ルールの課題
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要　　約
　デジタル化に対応する法人税制の設計を行う OECD での検討過程に対し，本稿は，重
要なステークホルダーであるビジネスが，どのような働きかけをし，どのような貢献をし
てきたかを検証することを目的とする。
　OECD 中心の制度設計に際しては，グローバル企業の中枢拠点国と市場国との間にど
のように税源を配分するかという切り口で検討が進んできたが，グローバルなデジタルビ
ジネスからは，研究開発と無形資産の活用の重要性というビジネスの特性を訴えて，従来
の課税ルールの下で超過収益の多くを開発拠点に計上してきたことの正当性を主張してき
た。その理論的論拠としてビジネスからは，1998 年のオタワ閣僚会議で合意された中立性，
公平性などからなる 7 つの課税原則を繰り返し主張している。従って，新しいルール創設
の合意に進む場合も，できるだけ企業会計を尊重し，従来の課税権配分結果と大きく乖離
しない比例原則に従ったルールとすべきであり，特にビジネスに過大なコンプライアンス
費用を求めるものは避けるべきとしている。そのインプットは，最終合意に重要な役割を
果たすと見込まれている。

　キーワード：デジタル経済への課税，税源配分，ビジネスの対応

Ⅰ．はじめに

　デジタル化に対応する税制を，IT 技術を駆
使 す る 特 定 の 情 報 産 業 を 中 心 と す る 企 業
（BEPS 報告書では「高度にデジタル化された
企業（Highly Digitalized Business）」という区
分があるが，ここでは仮に「デジタルネイティ
ブ企業」と呼ぶ）に着目して設計するか，或い
は，経営活動のバリューチェーンの一部におい
て IT 技術の利用拡大が進行しつつある一般企
業（デジタルトランスフォーメーション企業）

を念頭に置いて設計するかによって，国際課税
ルールの改正ニーズへのアプローチは異なりう
ると考えられる。
　従来は，後者の企業を念頭に，OECD が 1998
年のオタワ電子商取引首脳会議で確認した電子
商取引に関する 7 つの課税原則（中立性，効率
性，確実性，簡便性，有効性，公平性，柔軟性）
をベースとして，国境を越える電子商取引につ
いても伝統的な国際課税ルールの枠内でそれを
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修正した対応が順次行われてきた1）。
　なお，この間の OECD を中心とするルール
改訂の検討過程では，パブリックコンサルテー
ションを通じて，OECD ビジネス諮問委員会
（BIAC）を中心とする産業界からのコメント
が合意形成に相当貢献してきている2）。2015 年
の BEPS 最終報告書中の行動 1 に関するレ
ポートもそのような過程の延長線上で成立した
ものである。但し，デジタルネイティブ企業の
グローバルビジネスがもたらす超過収益への市
場国での課税漏れという新しい課題について
は，PE の人為的回避への対応や評価困難な無
形資産の移転に関する移転価格課税などの現行
国際課税ルールに関する BEPS 勧告の効果を
見極めつつ，新たな課税が必要かどうかについ
て，2020 年まで時間をかけて検討するとして，
猶予期間が認められた。しかし，一方で，この
間においても，デジタルビジネスはネイティブ
企業による市場の寡占が進み超過収益が増幅さ
れ，また，一般企業のデジタルトランスフォー
メーションも AI を活用した IoT の進展など加
速化したことから，市場国での課税漏れ問題の
マグニチュードは高まっている。また，英，仏，
伊などの EU 諸国にみられるように，国際協調
の下での電子経済についての課税ルール合意が
待てないとして，1 国限りのデジタルサービス
税の立法及び執行が相次いで開始する状況にあ
る。このような税負担の増加や新たな二重課税
のリスクを前にした緊張感の下で，ビジネス界
は 2020 年に向けた国際合意に向けて積極的な
意見表明を行っている。
　その意見発信の中核をなす BIAC の財政・
租税委員会は，OECD 加盟国に本拠を置く世
界を代表する多国籍企業や税アドバイスを専門

とするビッグファームにより構成されており，
今回の電子経済への BEPS 対応に際しては，
政府ベースで一定の意見の幅があったのに対
し，ビジネスの声は強いまとまりを示してして
いるのが見て取れる。これは，経済のグローバ
ル化の成果を消費者と共に享受してきた彼ら
が，それを支えてきた主要インフラである課税
制度の安定性・持続性に大きな関心を有してい
るからと考えられる。
　本稿では，BEPS 最終報告書起草段階から
2020 年の最終合意に向けた政府提案文書への
グローバルビジネスのコメントぶりの変化を通
観して，電子経済が生み出す所得課税について
のあるべき税制について重要なステークホル
ダーである多国籍企業はどのような立場を主張
してきたか，また，各過程で観察されるポジショ
ンの微修正は，どのような背景によるものかを
検討し，本件プロジェクトの方向性を巡る政策
当局とビジネスの間の綱引き状況を探るもので
ある。特に，包摂的枠組みにより，2019 年 6
月に承認された作業計画の下で第一の柱と第二
の柱に区分されて提示された事務局提案の前後
で，ビジネスの関心がどのように変化していっ
たのかにも焦点を当てる。
　上記の検討に当たっては，検証対象として，
グローバルベースでは，OECD ビジネス諮問
委員会（BIAC）のコメントを中心とし，我が
国産業界からのコメントについては，経団連の
提出したコメントをベースとしている3）。なお，
BEPS 行動 1 で OECD の VAT ガイドライン
を基に勧告が行われた消費税に関する合意につ
いてのビジネスの反応は，所得課税に関係する
限りにおいて触れている。

１）例として，恒久的施設（PE）について，2010 版 OECD モデル条約 5 条コメンタリーパラグラフ 42.1～
42.10（電子商取引のタイトルの下に，サーバの PE 該当性を承認）及び同パラグラフ 42.11～42.48（サービ
ス PE を代替案として承認）が認められる。この点に言及するものとして，岡村忠生「デジタル経済の進展
と国際租税の今後」（2019.12 日本租税研究協会第 71 回租税研究大会記録 183 頁）

２）コンサルテーションのほか，オタワ会議の提案を受けた OECD 租税委員会では，5 つの技術的諮問員会
（TAG）を設置したが，そこには政府，アカデミックに加えてビジネスの代表者も参加し，国際課税上の課
題を検討している。その中の事業所得 TAG では，各種の電子商取引の所得の条約類型として，モデル 7 条（役
務提供を含めた事業所得）と 12 条（使用料）のどちらに属するかを中心に議論がなされている。
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Ⅱ．2015 年行動 1 の最終報告草案への対応 
　　　    （2014.4.14 付　BIAC コメント4）を中心に）

　15 の項目に分かれた BEPS 最終報告書は，
参加国のコンプライアンス義務に格差を設けた
ものの，電子経済以外は何らかの勧告を行った。
但し，電子経済に関しては，VAT に関する合
意は達成されたものの（実質は，オタワフォー
ラム後の OECDWP9 の作業による VAT ガイ
ドラインに基づくもの），所得課税については，
結論に至らず，2020 年に向けた 3 つの検討オ
プションの提示にとどまった。報告書草案につ
きコメントを求められた BIAC は，消費国で
の物理的な事業活動を伴わない電子経済のもた
らす BEPS リスクへの対応の必要性を認めつ
つ，特定の電子経済をリングフェンスして対応
すべきではなく，当面，伝統的な課税ルールの
枠内の修正によって，同経済がもたらす BEPS
リスクに対応しながらオプションの必要性につ
き検討すべきとする最終報告のスタンスを基本
的に支持し，以下の通りその根拠を明確に述べ
ている。

Ⅱ－１．BIACのコメントにみる「市場国への
新たな課税権賦与」への消極性
Ⅱ－１－１．オタワ首脳会議原則の遵守の視点
　本件コメントでの BIAC の主張の特徴は，
まず第 1 に，電子経済に対する課税権配分につ
いて，1998 年のオタワ首脳会議で合意された
課税枠組み（7 つの原則）の遵守を強く主張し
ている点である。電子経済の下での消費地での
新しい課税ルールの検討の必要性は認めなが
ら，この点は草案で過剰に強調されていると評

価した。多国籍企業の消費地での活動の大宗は，
依然として人的資源，資産，機能を伴うもので
あり，この点を確認したオタワ宣言の基本ルー
ルから離れるべきではないと強調した。この理
念をベースとして，市場国の需要がもたらす所
得のいくらかを当該市場国に付与すべしとの草
案の理念に対しては，従来の伝統的なルールの
枠組み（居住地主義の所得課税の原則と仕向地
主義の VAT の仕組みの組み合わせ）が，所得
を発生させる活動を行う国と財・サービスにつ
いて消費を行う国との間に適正に課税権を配分
しているとの評価に立って，積極的に支持する
ものではないとの立場を明示した。即ち，所得
課税と消費課税の役割分担論の下で確立された
現行の一元的な所得課税ルールを修正してハイ
ブリッドなものに変更する草案のオプション
は，税の安定性を阻害し，二重課税を引き起こ
し，ひいては投資を阻害すると警告したのであ
る5）。
　そして草案中に提起されている多くの提案が
実現すれば，定式配分への道を歩むこととなる
ことも懸念している。この点は，OECD の移転
価格ガイドラインの議論において，当局による
利益分割法の恣意的な適用を批判してきたビジ
ネスの立場とも一貫性がある主張と考えられる。

Ⅱ－１－２．直近のOECDルールとの背反の
指摘

　コメントの焦点の第 2 は，OECD ベースで
政府とビジネスの協議により近年精緻化を達成

３）BEPS 行動 1 には BIAC のほか Business Europe や USCBI などの各国の経済団体がコメントを寄せている
ほか，税の専門家，研究者からもコメントを寄せているがここでは取り上げない。

４）Business at OECD ウェブサイトより（以下 BIAC ウェブサイトからの引用というときは，断りなき限り
2020.1.15 時点のものである）

５）行動 1 のコメントでは，「源泉地主義」対「居住地主義」の枠組みで課税権配分の議論をすべきではないと
している。

- 47 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」令和２年第２号（通巻第 143 号）2020 年６月〉



してきた「帰属主義と独立企業原則の理念」か
らの乖離への批判である。帰属主義の議論の成
果である OECD 公認アプローチ（AOA）では，
人的機能の重要性と事業活動の場所の重視が基
礎とされてきた。AOA の下での所得配分の根
拠となるのは，事業体により果たされる機能・
引き受けるリスク・使用する資産の 3 点セット
であるから，草案の中で検討された 3 つの想定
オプション（重要な経済的拠点という新しい
PE 概念に基づく課税，源泉徴収，平衡税の導
入）については，この方向性と明らかに矛盾す
ると指摘したのである。
　AOA の 理 念 は，BEPS 行 動 計 画 の 行 動 7
（PE 認定の人為的回避への対応）や行動 8～
10（移転価格と価値創造の一致）の検討でも踏
襲されており，電子経済の処方箋でこの理念か
ら外れることは，パッケージとしての BEPS
対応策の中に矛盾を生み出すとする。
　ビジネスを巻き込んで長年の検討を経て成立
した AOA の精緻な仕組み6）と背反する方向性
を持つこれら処方箋への消極的なコメントは，
当然予測されたものであり，2015 年最終報告
書もこの点には配意をして，3 つのオプション
を検討課題としての掲げるにとどめ，かつ，当
該オプションは現行の租税条約を順守するとい
う条件付きで各国が国内法で導入できると限定
的に整理していた。

Ⅱ－１－３．有効な紛争処理の必要性
　3 つ目は，将来電子経済に対する消費地での
新たな所得課税の仕組みを創設することになっ
た場合には，紛争解決の整備が欠かせないとの
指摘である。ビジネスは，新たな課税方法の検
討に積極的な国々では，一般的に紛争解決メカ
ニズムに対する取り組みが行われていないと警
鐘を鳴らしている。この背景には，OECD モ
デル条約 25 条の相互協議条項にオプションと
して盛り込まれた仲裁条項の普及が進捗してい
ないことへのビジネスの不満が見て取れる。

Ⅱ－２．3つのオプションに対するBIACのコ
メント

 行動 1 のレポートで示された電子経済の
BEPS 対応についての 3 つの方向性（① PE 例
外規定の見直し，②企業が収集したデータの価
値に着目した課税，③電子商取引の決済に着目
した課税）の内，他の項目で取り扱われた①以
外の 2 つに関し草案が提示した上記の 3 つのオ
プションについては，BIAC はいずれもオタワ
合意の 7 つの原則への適合性のテストを行い，
以下の理由により歓迎できない施策であると指
摘している。なお，平衡税オプション（国内事
業者に課税されているのにかかわらず，国外事
業者に課税されていないという差別を埋める課
税）ついては VAT に関するガイドラインとの
関係でコメントしており，所得課税の観点から
アプローチはしていない。

Ⅱ－２－１．重要な経済的存在という新しいネ
クサス

　重要な経済的存在という新しいネクサス及び
その一例ともいえるバーチャル PE という PE
概念の拡大については，それが電子経済をリン
グフェンスしているという意味において，そも
そも物の取引との間で中立性を阻害するほか，
新たなネクサス概念の定義には，「相当の数量」
や「広範に使用・消費される」など多くの主観
的判断に依存する表現があり確実性や簡易性に
も反するなど，オタワ首脳宣言の 7 つの原則の
テスト結果（いずれもそれらに合致していない
とするもの）を示して，不適切な提案と断じて
いる。

Ⅱ－２－２．デジタル取引に対する源泉徴収の
導入

　この提案についても，グロス支払いに対する
課税は電子経済の膨大な研究開発に支えられた
収益構造とマッチせず，中立性などの観点で
明らかにオタワ原則に照らして不適切としてい

６）この合意に至る経緯については，OECD モデル条約 7 条コメンタリーパラフラフ 5～9 が詳述している。
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るほか，さらに加えて，特に電子経済取引が消
費者相手の BtoC 取引を含むことから，仲介者
を通じた源泉徴収の仕組みがうまく機能しない
と指摘している。即ち，その場合は口座を通じ
てクレジット会社を中心とする金融機関に徴収
の役割を負わせざるを得ないが，そのメカニズ
ムはあまりに執行コストがかかるので，そのよ
うな役割は VAT に任せるべきとしている。

Ⅱ－３．上記BIACの見解に対する私見による
検討
Ⅱ－３－１．行動 1報告書の性格
　最終報告書のトーンは，結果的に，以上のよ
うなビジネスのコメントを反映した新しい課税
方法の懸念をある程度表現したものとなった。
しかし，それはビジネスの力というよりも，政
府のポリシー担当者間で，合意に至らない相異
なる意見を列記する形でオプションを提示した
ものの，それぞれの検討課題を消化しきれない
まま最終報告段階を迎えたためと思われる。ま
ずは，急速に発展・拡大する電子経済の実態を
分析・観察しつつ，他の BEPS 防止措置の効
果をモニタリングしながら，2020 年までそれ
らのオプションの検討をする方向での妥協が
2015 年報告であったと観察される。

Ⅱ－３－２．BIACコメントの背景
　この時点でのビジネスの対応の姿勢をまとめ
ると，それまでの国際課税ルール作りでのビジ
ネスの参画の沿革を反映した次の三点に集約さ
れると思われる。
　まず第一点は，電子経済課税のルールを，あ
くまでも BtoB 取引を念頭に置いた従来の法人
税制の枠組みの中で整理しようとするスタンス
である。このようなビジネスの対応には歴史的
にその方向へ誘導した経緯が観察される。
　まず，多国籍企業は 1980 年代から本格化し

た移転価格など関連企業間取引を対象とした新
しい課税ルール作りの中で，目まぐるしい洗礼
を受けてきた。即ち，1986 年の米国税制改正
での所得相応性基準の導入を契機として，その
後 1990 年代に入り米国が最終規則で導入した
比較対象利益比準法（CPM）及びそれと並行
した OECD 移転価格ガイドラインの改定は，
従来の基本三法が仕切ってきた居住地・源泉地
間の所得配分結果に大きな揺さぶりをかけるも
のであった。即ち，それまで公正市場価格の発
見に関する技術的算定方法として専門家により
議論されてきたテーマが，法人間の合理的な利
益配分に焦点を当てた二国間の課税権配分テー
マに格上げされ，BEPS 防止策として関係国当
局の大きな関心を呼ぶこととなったからであ
る。その後 2000 年代に入っての PE 帰属所得
を巡るモデル条約 7 条の解釈対応や，有害税制
対策としての CFC 税制の検討は，いずれもが
関連企業間の取引（BtoB）の所得分配の調整
を目指すものであった。このことは，企業経営
が投資家や債権者への利益配分に当たってまず
財務諸表という会計手段を用いて成果である利
益を測定・記録するものであることに加えて，
多国籍企業のグローバルサプライチェーンが，
親会社を中心とした，製造・販売・役務提供・
研究開発などを担う企業群の協力の中で行われ
てきたことと関係している。サプライチェーン
を巡る諸取引が生み出す超過収益の国別配分に
ついては，PE 帰属原則を伴う独立企業原則で
対応してきたが，それを構成する取引はほぼ
BtoB であった。そのため，国際税務の制度設
計の役割分担が，BtoB 取引がもたらす付加価
値については法人税，BtoC がもたらす付加価
値については消費税という課税制度にそれぞれ
集約して整理されてきたことが観察される7）。
実際のところ，1998 年のオタワ宣言から 2015
年の BEPS 最終報告までの期間の国際課税の

７）経済学者が主張する仕向地原則付きのキャッシュフロー法人税は，このような二分法を統一する可能性を
有しているが，まだ本格的な実施に移されていない。米国トランプ政権での提案（2016.6 共和党によるブルー
プリント）については，青山慶二「米国税制改正における国際課税の主要な変更点について」（21 世紀政策
研究所『グローバル時代における新たな国際租税制度のあり方』2018.6）143 頁
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議論は，このような二分法の枠組みを官民を問
わず前提に議論してきたものとみられる。
　二点目は，電子経済への新しい課税方式がも
たらす大規模な税源移転が及ぼす国際ビジネス
への影響の大きさの認識である。オタワ宣言で
示された 7 原則は，実際のところ過去の国際課
税ルールを支えてきた共通原則の再確認であ
り，電子経済を意識した目新しい原則ではない。
しかし，少なくともそれらの原則がこれまでの
改正過程で常に踏襲されてきたからこそ，各種
のグローバルな法規制領域の中でも，税制につ
いては，OECD モデル条約を中心とした国際
合意が機能してきたともいえる。20 世紀初頭
から 100 年以上にわたり多くの部分的修復を経
てきた世界遺産的な建造物ともいえる国際租税
ルール（PE 帰属主義＋独立企業原則）は，グ
ローバリズムの発展と共に，常に貿易や国際投
資を支える機能を果たすべくビジネスからのイ
ンプットを背景にモディファイされてきた。
BEPS の各項目の検討過程では，ビジネスは，
当該ルールの精緻化の極致である評価困難な無
形資産取引の課税ルール（所有権のみならず価
値創造への貢献に応じた DEMPE を重視した
配分法を含む）及び PE 該当回避防止の諸施策
（AOA に基づく帰属主義の適用を含む）に注
力してきたので，その一方で，当該ルールの枠
組みを超えかねない電子経済の課税ルールの潜
在的な増税効果は，イノベーションを阻害する
こととなり，容易には受け入れがたいものと考
えられたと思われる。
　三点目は，他の BEPS 勧告へのビジネスか
らのコメントでも頻繁に現れるものであるが，
現行の紛争解決メカニズムに対する不信感であ
る。BEPS 行動計画 14（紛争解決）はビジネ
スからの申し入れを反映して設けられた項目で
あり，最終報告書ではミニマムスタンダードと
して租税条約上の相互協議について，2 年以内
の解決目標を義務付けるとともに，バックス

トップとして仲裁の採用を勧奨している。これ
まで移転価格の課税手法の追加のたびごとに加
重される二重課税リスクと戦ってきたビジネス
にとっては，従来の枠組みを超えて消費地に課
税権を配分する方向の新ルール提案は，包摂的
枠組みのもと参加国が途上国まで拡大した市場
国での執行のもたらす二重課税リスクの拡大を
考慮すると，容易には合意しがたいものと受け
止められたと考えられる。

Ⅱ－４．我が国のビジネスの反応
　BIAC のコメントは，各国の産業界からの意
見を集約したものであり，我が国経団連のコメ
ントもこれと大筋において相違するものではな
いが，2015 年の報告書の段階では，後述する
現在進行中の第 1 の柱及び第 2 の柱からなる
「作業計画」への取組みほどには，大きな関心
が寄せられなかった。以下においては，当時の
経団連コメントを中心に我が国ビジネス界から
の反応の概要を紹介する。

Ⅱ－４－１．経団連のコメント8）

　まず，BIAC と同様，オタワ会合の課税フレー
ムを踏襲した電子経済をリングフェンスすべき
でないとした OECD 草案のスタンスを評価し
つつ，重要なデジタルプリゼンスや仮想 PE な
どの PE 概念の拡張を図るオプションについて
は，オタワ宣言との矛盾を指摘し，二重課税拡
大のリスクを理由に注意深い検討が必要と指摘
した。
　また，源泉徴収税の創設のオプションについ
ても，BIAC と同様，電子経済の課税にについ
て検討すべきは VAT であって，所得課税では
ないとしている。
　今後の行動 1 の検討については，他の行動計
画（行動 7，2，3，8，12 を列記）が電子経済
に適用可能であるとして，これらと整合的な形
で取りまとめるべきと結論付けた。

８）経団連「BEPS 行動 1（電子経済の課税上の課題への対応）に係る公開討議草案に対する意見」2014.4.14（経
団連ウェブサイトより）
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　経団連のコメントからうかがえる点は，結論
が先送りされた行動 1 の報告書をビジネスサイ
ドから肯定的に評価するとともに，今後のオプ
ションの検討に当たっては企業への二重課税な
どの影響や負担を考慮して慎重に対応すべきと
いう点に集約される。
　意見書自体が，他の行動への意見書ほどボ
リュームがなく原則論にとどまっている点から
は，この時点の OECD の検討は，いわゆるデ
ジタルネイティブ企業に影響が及ぶオプション
に対するものであり，経団連をリードする我が
国の代表的な多国籍企業（製造業中心）から見
て差し迫った影響がないと判断されたと推測さ
れる。
　なお，15 項目の BEPS 最終報告書のとりま
とめの全体を通して言えることであるが，経団
連に代表される我が国ビジネスの基本認識は，
批判の対象になった英国でのスターバックスの
スキームやアイルランドを舞台としたグーグル
などの二重非課税スキームは，他の先進国多国
籍企業がかかわったものであり，これらは，納
税コンプライアンスレベルの高い本邦企業の実
態とは距離があるというものであった9）。従っ
て，勧告される BEPS 防止措置が我が国のコ
ンプライアンスレベルの高い企業グループの活
動を不当に抑制すべきではないとの考えから，
いずれの行動項目についても，現行ルールの枠
内をはみ出さない検討を主張している。この観
点から，特に従来の国際課税ルールから離脱す
る可能性の高い行動 1 の勧告に対しては，ビジ
ネスへの影響や負担を考慮して特に慎重な検討
が必要と結んでいる。

Ⅱ－４－２．その他の我が国からのコメント
　2014 年 4 月 23 日に OECD で開催されたパ
ブリックコンサルテーションには，我が国から
経団連のほか日本機械輸出組合10）と新経済連盟
もコメントを発出している。前者は経団連とメ
ンバーが重なっており，コメント内容は，経団
連よりも細部にわたっているものの，VAT を
中心にすべきで新しいオプションは不要との基
本的姿勢は同じである。
　一方で楽天を中心とするデジタルネイティブ
企業を中心メンバーとする新経済連盟のコメン
ト11）には，経団連と同様の総論に加えて，行動
1 が提起した所得課税と消費課税の構想につい
てのデジタルネイティブ企業としての疑問が具
体的に提示されている。例えばデータの価値や
それをマネタイズするビジネスモデルの特殊性
に対し行動 1 のオプションが事業を阻害する恐
れがあることの強調である。

Ⅱ－４－３．2020年最終報告段階へむけた意義
　2015 年の行動 1 報告書段階での我が国ビジ
ネスからのコメントは，他の BEPS 項目への
取組みほど，分析的なものとはなっていない。
それは，その当時の国際ビジネス環境を反映し
たものであり，その後，電子経済を巡る国際環
境はさらに変化してきている。
　政府では 2016 年に始まるソサイエティ5.0 を
見据えたプロジェクトへの取り組みがあり，経
団連でも，ヤフーをはじめバイドウ，アマゾン
ジャパン，フェイスブックジャパンの加盟など
デジタルネイティブ企業の参加拡大もあり，こ
れらを反映した電子経済に対する法的インフラ
の整備に向けた取り組みも進んでいる。他方で，
EU 諸国にみられる一国限りのデジタルサービ

９）経済産業省の実態調査によれば，本邦企業は，進出先子会社に任せる事例が多くみられる税務管理体制を
とっており，近年拡大する新興国市場では現地課税当局の課税攻勢に直面していると欧米企業のようなアグ
レッシブな租税回避スキーム（例として，ダブルアイリッシュ・ダッチサンドウィッチ型）には手を染めて
いないとされている。

10）日本機械輸出組合コメント（Comments Received on Public Discussion Draft （BEPS Action1） OECD 16 
April 2014 P. 310

11）新経済連盟コメント ditto. P. 292 ボリューム的にも新経済連盟のコメントは 18 頁に及び経団連（3 頁）及
び機械輸出組合（7 頁）に比べて，詳細なものとなっており，関心の高さがうかがえる。
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ス税の施行開始や 2017 年の米国トランプ税制
改革による GILTI 税制の導入など，電子経済
のもたらす超過収益の市場国への分配ルールの
合意を急がせる要因が次々と発生している。
　そのようなデジタルネイティブ企業の存在感
が高まりつつあるビジネス環境下で，2015 年
当時の我が国ビジネス界のコメントが行われた
わけである。その背景は現在の 2020 年報告に
向けた環境下とは異なるものであったものの，
わが国からの発信はビジネスの実情を体したオ
タワ宣言の原則に沿った立法論を探求すべきと
する 2015 年合意に大いに貢献したものとして，

現在でも評価すべきものと考える。
　なお，経団連及びそのシンクタンクである
21 世紀政策研究所は，2015 年から OECD 事務
局及び BIAC との年次意見交換会合12）を開催す
ることとなった。この背景には我が国ビジネス
から BEPS プロジェクトへの積極的なイン
プットを行ってきた経緯を OECD が評価し，
我が国とより深いチャンネルを持ちたいとの
OECD の要望があったと思われるが，我が国
ビジネスにとっても，その後のデジタル経済課
税の立案過程に直接のインプットを行える有効
な機会となったと位置付けられている。

Ⅲ．2018 年中間報告に至る取り組み

　2015 年報告の後，電子経済の課税ルールの
議論はポスト BEPS の中心テーマとなった。
ここではまずその経緯とその諸段階でのビジネ
スからのインプットの概要を検討する。

Ⅲ－１．電子経済タスクフォースの検討とビジ
ネスからのインプット

　包摂的枠組参加国による電子経済課税の検討
は，我が国財務省スタッフもコアメンバーと
なっているタスクフォースで検討され，その過
程では草案段階で多くのビジネスからのイン
プットが行われている。ここでは，2018 年 3
月に OECD により公表された中間報告書を中
心に，そのとりまとめ過程でのビジネスの役割
をまとめる。

Ⅲ－１－１．中間報告書で提起された課題
　同中間報告書13）は，1 国限りの施策の実例に

直面した G20 の危機感を反映したもので，デ
ジタルエコノミーの仕組みのより詳しい分析と
それへの所得課税に関する課題の現状分析を行
い，各国の立場及び施策のとりまとめを行った
200 頁を超える大部の報告書である。しかし，
課題の抽出にとどまっており，長期・短期の消
費地への課税権付与策についての具体的勧告は
行われていない。即ち，長期的な解決に係る一
般的な国際世論として，ユーザー参加の潜在的
価値や市場国で収集されたデータの徹底的な使
用に注目したビジネスモデルの分析を行ったも
のの，各国が国内法対応で実施しつつある電子
経済課税の暫定措置の必要性やメリットについ
てはコンセンサスに至らず，したがって，それ
らの措置の導入を推奨するものでない旨を確認
している。
　なお，中間報告書で指摘された課題は，次の
通り整理されている。

12）第 1 回は 2015 年 10 月に開催され，毎年財務省主税局の支援も受けてパネルディスカッション方式の意見
交換を行っている。2019 年 10 月の第 5 回会合では，経済のデジタル化を主要テーマに，OECD の作業計画
の 2 つの柱構想に関する具体的な意見交換が行われた（2019.11.21. 週刊経団連タイムズ記事を参照）なお，
OECD が個別加盟国のビジネスと年次会合を持つのは，米，日，独の 3 か国のみである。

13）Brief on the Tax Challenges arising from Digitalization Interim Report2018（OECD）
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　まず第 1 には，税制がデジタル化の課題に確
実に応えていくためには，デジタル化がどのよ
うに事業のやり方を変えているのか，どのよう
に価値を創造しているのかについての理解が必
須であり，現に進行中のデジタル化の変革が価
値創造にどのように影響を与えていくのかをモ
ニタリングすべきとしてビジネスに問を投げか
けている。
　第 2 には， 喫緊の課題として，シェアリング
エコノミーを含めたオンラインプラットフォー
ム上のユーザー情報などビッグデータの活用に
ついて，税務当局間で実務的な国際協力を進め
ること，及び暗号通貨やブロックチェーンなど
の新テクノロジーの税への影響を検討する必要
性についても指摘した。
　以上の課題の探求のためには，高度にデジタ
ル化されたビジネス（HDB）にみられる 3 つ
の特性，すなわち，①現地での物理的存在を伴
わない規模の拡大（scale without mass），②ビ
ジネスモデルとして，知的財産権を含む無形資
産への重い依存，③ネットワーク効果を含む
データとユーザー参画の無形資産とのシナジー
の特性に着目し，これらが企業の価値創造に貢
献しているのかどうか，貢献しているとすると
どの程度貢献しているのか，さらにはそれにど
う対応すべきかについての，各国の見方を整理
した14）。そして，最後に 2020 年に向けた作業
の方向性を次の通り合意しているが，これは後
述するビジネスの要望も踏まえたものとなって
いる。
　・ デジタル化の特色である価値への貢献の分

析を通じた，ネクサスと利益配分のルール
について一貫した見直しの実施を行う

　・ 検討プロセスでは，ビジネス界，市民組織，
アカデミックを含む利害関係者の参加を求
め，かつ途上国への影響につき地域税務行
政フォーラムとも連携する 

　・ 2020 年までの長期的解決策のとりまとめ
のために，2019 年にアップデートを公表
する

　また，以上の長期的施策の検討に加えて，各
国が個別に実施する暫定措置については，租税
条約や WTO 及び EU 協定を含む国際的な取決
め上の義務を遵守すること等へ考慮が必要との
ガイダンスに合意したが，これにはビジネスか
らのインプットの貢献があったものと思われ
る。すなわち，暫定措置の必要性を主張する政
府からは，価値の創造された場所での課税の実
現，税制の公正性・信頼の確保，更には不作為
のままのリスクとの比較考量の必要性が主張さ
れたが，ビジネスからは，グロスベース課税に
よる過大負担，法人税との二重課税，暫定措置
に留めることの困難性，更には追加的なコンプ
ライアンスコスト等が強調されていたからであ
る15）。中間報告草案に対する BIAC のコメント
を材料に，その内容を検証してみよう。

Ⅲ－１－２．中間報告に対するBIACのスタンス
　従来の BIAC の基本スタンス（オタワ宣言
の原則に照らすと，提示されたオプションを正
当化する理屈は見いだせないとするもの）は，
中間報告草案へのコメントにおいても変更は見
られない。
　なお，2015 年最終報告書段階のコメントで
明確でなかった部分については，中間報告書草
案からの問いかけに応じて以下のコメントを追

14）BEPS プロジェクト参加国のポジションを以下の 3 種類に区分している。グループ 1：高度のデジタルビ
ジネスモデル（HDB）に既存の課税根拠（ネクサス）のルールと利益配分のルールを適用すると，課税の場
所と価値創造の場所の不一致を招く点に焦点を当てた改正案を求めるもの（HDB に焦点を当てて，ユーザー
が創造する価値によって生ずる課題に対応する税制改革案）グループ 2：課税上の課題は HDB に特化したも
のではなくグローバル経済全体にかかわるものとの立場で，ネクサスルールと利益配分ルールの改正を求め
るもの，グループ 3：BEPS 最終報告書の対応で十分であり，追加措置は不要とするもの の 3 区分である。

15）2017.10,13BIAC からデジタル課税タスクフォースへの書簡及びコメント。なお，このコメントを詳しく紹
介したものとして，山川博樹「電子経済―法人源泉地国課税の課題に係る一考察」（21 世紀政策研究所『グロー
バル時代における新たな国際租税制度のあり方 2018.6』33 頁
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加している。
　（平衡税の課税のオプションについて）
　本構想が予定する売上高ベースでの課税が及
ぼす中立性違反と二重課税リスクについて，オ
タワ原則に反しているとまず批判するととも
に，柔軟性，持続性，更には比例原則，有効性，
公平性のいずれから見ても不十分であるとして
いる。
　（1 国限りの諸施策について）
 ここでは，英国の迂回利益税，新しい源泉徴
収税，売上税を例に挙げ，二重課税リスクや国
際ルールからの乖離，中小企業などへの悪影響，
競争条件のかく乱など，ビジネスにとっての課
題を列記している。但し，もしそれが国際的に
合意された税額控除を伴う方式である場合に
は，それらの欠点は回避できるとしている。
　全体として，2018 年 3 月の報告では，長期・
短期の解決策について具体的な処方箋の検討ま
でには至っておらず，ビジネスもそれを踏まえ
た詳細なコンサルテーションを 2020 年に向け
て期待するとのスタンスであった。
　なお，中間報告書の性格上，我が国ビジネス
はこれに対して独立して詳細なコメントを出し
ていない。

Ⅲ－２．我が国産業界のBEPS環境
　我が国産業界からのコメントは，この中間報
告以後，包摂的枠組みの検討が第 1 の柱と第 2
の柱に分かれて細分化する過程で，我が国グ
ローバルビジネスの BEPS 環境を反映した個
別ビジネスの具体的懸念を反映したものに変質
していくのであるが，ここで，これまでの総体
的コメントの背景となった日本の多国籍企業の
ビジネス環境を，改めて確認する。

Ⅲ－２－１．経済産業省の実態調査16）による分
析

　最近の経済産業省の委託調査によれば，我が

国企業が海外進出先で抱えている課題は，次の
通り，アジア中心でかつ移転価格問題が中心と
いう特徴を有していると指摘した。
　2018 年 10 月にアンケート調査により過去 6
年間の実績を尋ねる形で実施された上記委託調
査によれば，我が国の海外進出企業が海外で直
面する二重課税を発生させる国際課税問題は，
アジアにおける移転価格税制の執行に関係する
ものが過半数を占めており（特に紛争の多い国
として，中国，インドネシア，インドが挙げら
れている），しかもその課税内容は，ビジネス
サイドの認識しているところによれば，みなし
利益率による課税や不適切な比較対象取引を用
いた課税等の独立企業原則から外れた課税方法
と分類されるものであると報告されていた。ま
た，我が国は BEPS 最終報告書の公表される
直前に，行動 1 が勧告した消費税の課税方式
（BtoB についてリバースチャージ，BtoC につ
いては事業者登録制度）を体現した税制改正を
行ったところであり，内外事業者間の競争上の
不公平問題はこれにより一応解決されたと受け
止められていたようである。なお，当時は EU
でのデジタルサービス税構想が本格化する前で
あったこともあって，内外業者の差別取り扱い
問題が，我が国ビジネスの大きな関心を呼ぶこ
とはない状況にあった。
　この結果，上記委託研究報告では，移転価格
についての紛争解決の必要性を求めるととも
に，次いで指摘の多かった，恒久的施設の課税
問題（出張者・出向者の PE 認定や，子会社の
PE 認定）及びロイヤルティ支出の否認（期間
経過による無形資産の収益力の減少認定やブラ
ンド使用料の否認など）について，それらの課
税を許す原因となっている 2 国間条約の改定を
求めるものとなっていた17）。
　但し，そこで指摘されていた源泉地課税の内，
無形資産の価値低下を理由としたり（中国）ブ
ランドへの過大支払いを認定したり（インド）

16）「平成 30 年度我が国内外の投資促進体制整備等調査【経済産業省委託調査報告書】」（2019.2　PWC 税理士
法人）125 頁
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するロイヤルティ支払いに関する課税攻勢は，
従来の OECD ルールの下で十分に所得配分を
得られないと判断した源泉地国の，課税の工夫
とも評価できるものであり，それらを主張する
新興国のスタンスは，国連モデル条約を議論す
る国連の専門家委員会の場で，既に繰り返し主
張されていたものである18）。
　この主張は，後述する作業計画で第 1 の柱と
して提言されたマーケティング上の無形資産を
念頭に置いた市場国への課税権配分の構想を先
取りするものといえるかもしれない19）。
　なお，BEPS プロジェクトの起因となった米
系テクノロジー産業などにみられるアグレッシ
ブな租税回避スキーム（例として，ダブルアイ
リッシュ・ダッチ サンドウィッチ型）につい
ては，我が国多国籍企業は手を染めていないと
いわれており， 行動 1 については，EU での課
税強化の動向に神経を使っていた情報産業ビジ
ネス20）を除いて，自らに影響はないものと考え，
基本的な BEPS 対応は他の勧告で十分と考え
ていたものと思われる。
　また，別の経済産業省の委託研究報告21）によ
れば，我が国多国籍企業は進出先の税務を地域
統括会社などの子会社に任せる事例が多くみら
れ，比較的小規模な本社税務セクションで運営
していると分析されている。行動 13 の国別報
告書の作成を通じて，本社体制の拡充及び子会
社コントロールが強まる方向で税務管理体制の
再構築が進行中とされているが，このような税

務管理体制が，欧米企業のようなグループぐる
みの租税計画から距離を置いている理由の一つ
とも考えられる。

Ⅲ－２－２．国税庁レポート等による検証
　一方，日本企業にとっての BEPS 課税リス
クの認識に関連すると思われるのが，我が国の
税制改正の動向及びそれを踏まえた税務行政に
よる国際課税の調査事績である。BEPS に関係
する税制改正は，2012 年の過大支払利子税制
以降，帰属主義の導入，移転価格文書化，タッ
クスヘイブン税制，恒久的施設の定義，そして，
所得相応性基準の導入と順調に進行し，更には，
多国間協定（BEPS 防止措置実施条約）の批准
も済ませた。
　これらの立法環境は，課税強化の方向に向
かったものであるが，国税庁の調査事績を検証
すると22），この間，例えば，移転価格を含めた
調査件数やそれに基づく是正金額に大きな変化
は見られない。即ち，主たる納税者である我が
国企業にとって，近年の国内税制・執行は安定
的に推移しており，国内に関する限りコンプラ
イアンス上のリスクレベルは低いとみられる。
我が国企業が租税回避スキームから距離を置い
てきたとの評価を裏付けるデータともいえよう。

Ⅲ－２－３．今後の環境変化
　但し，BEPS 環境下で検討されているデジタ
ル経済への新しい課税制度は，このような安定

17）同様の指摘については，青山「国際課税を巡る世界的動きと移転価格」（21 世紀政策研究所報告書『国際
租税制度の動向とアジアにおける我が国企業の国際課税問題』2011.6）1 頁

18）国連モデル条約では，移転価格条項（9 条）の条文は OECD と変わらないものの，その実施ガイダンスで
ある「移転価格マニュアル」には，市場の特性を実質的に無形資産と同視して課税権を配分する新興国の実
践例が，参考事例として紹介されている。青山「国連モデル条約に基づく 2012 年移転価格マニュアルについ
て」（日本租税研究協会『租税研究』2013.7）275 頁

19）第 1 の柱の理念に先行して，同様の所得配分効果を追求したものとして OECD 移転価格ガイドラインで取
り上げられている location saving や location specific advantage を位置づけることもできると考えられる。
青山「新しい国際課税環境の下での課税情報」（『租税研究 2019.11』日本租税研究協会）98 頁

20）楽天を中心としたテクノロジー産業が主たるメンバーとなっている新経済連盟は，EU 諸国でのデジタル
サービスタックスの提案の時点から，自らへの影響に鑑み興味を示してきた。

21）2017.3　EY 税理士法人「国際租税制度に係る多国籍企業対応・影響等調査」
22）「国税庁レポート 2019」（2019, 6）73 頁。なお，各年のデータを見ると，H.21 をピークに調査件数，追徴

税額とも低水準で安定しているように見える。
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的な状況に変化をもたらす可能性があること
は，留保せねばならない。既に，2017 年末の
米国トランプ税制改革がもたらした衝撃は，我
が国多国籍企業をとらえており，これが今後下
記Ⅳで後述する第２の柱に反映されて国際合意

された場合には，ビジネスにとって税務管理体
制の改革が余儀ないものとされ，かつ，内外の
課税リスクは一段と高いものになると予測され
るからである。

Ⅳ．2020 年最終報告に向けたビジネスの取組み

Ⅳ－１．作業計画の承認
　2018 年の中間報告後，EU における暫定措置
に関する指令案が合意に至らず，英・仏・伊・
西などの主要国が 1 国限りのデジタルサービス
税の導入に向かったことから，包摂的枠組みの
長期的解決策検討への期待が，ビジネスから高
まった。その中で 2019 年 1 月に 2 つの柱を提
示したポリシーノートを合意した包摂的枠組み
は，同年 2 月にコンサルテーション文書を公表
し 3 月のパブコメ会合を経て，同年 5 月末に，
長期的措置の検討の方向性を指し示す 2 つの柱
の検討内容を明記した「作業計画」23）を公表し，
当該計画は同年 6 月の G20 財務相会議（福岡）
及び G20 サミット（大阪）で承認された。以
下においては，その概要を簡記し，それに至る
場面での BIAC からの主要コメントを振り返
る。作業計画自体は，その後，詳細なパブリッ
クコンサルテーション用文書に引き継がれて，
パブコメを経た後，2020 年 1 月末にその改訂
版を含む合意宣言が公表されている24）。

Ⅳ－１－１．作業計画の内容
　作業計画では，長期的解決策として以下の二
つの柱を設定し，具体的に検討すべき内容を合
意した。これを基に具体案の検討を進めるとと

もに，これらの解決策による税収や経済的影響
についての経済分析・影響度評価を行うとされた。
　（第 1 の柱）
　第 1 の柱は，従来の国際課税原則の見直しを
行うものである。　即ち，市場国又はユーザー
所在国に対しより課税権を配分する観点から，
ネクサス原則（各国の非居住者たる企業に対す
る課税権の決定ルール）及び利益配分原則（課
税対象所得の算定及び配分ルール）を以下のい
ずれか（又は複数）の概念を踏まえ改定する。 
　・ ユーザーの参加 （user participation・英国

案）
　・ マーケティング上の無形資産 （marketing 

intangibles・米国案）
　・ 重要な経済的存在 （significant economic 

presence・インドなどの途上国案）
　なお，利益配分のルールに関しては，次の 3
つの案について検討する。
　・ （通常利益を除外した残余利益を各国に配

分する）残余利益分割法を簡素化する案，
　・ グループ全体の利益を一定のフォーミュラ

で各国に配分する案，
　・ 市場国で得る売上に一定の率を掛け合わせ

たみなし利益を各国に配分する案 
　（第 2 の柱）

23）Program of Work to Develop a Concensus Solution to the Tax Challenges Arising from the Digitalisation 
of the Economy, （包摂的枠組 2019.5.31）

24）”Statement by the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS on the two-Pillar Approach to Address 
the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy” なお，OECD，”Tax Talks, 31 January 
2020”（いずれも OECD ウェブサイト掲載）がその解説を行っている。
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　無税又は軽課税国への利益移転に対抗する措
置の導入を目指すものである。即ち，BEPS の
残された課題に対応する観点から，一定水準以
下の実効税率を課している無税又は低税率国に
所在する支店・子会社に対する所得合算ルール
と，これらの国に所在する関連者への税源浸食
的支払いに損金算入を否認するルールの 2 つを
導入する。 

Ⅳ－１－２．作業計画の策定に向けてのビジネ
スからのコメント

　（基本ポリシーに関するもの）
　BIAC は，包摂的枠組みによる 2019 年 1 月
のポリシーノートの公表に際して，以下のビジ
ネスから見たデジタル経済への課税原則を公表
した25）。
　当該文書は，BIAC が，基礎となる国際課税
ルールを現代の経済実態に合わせるべくアップ
デートするときに考慮すべきと確信する政策提
言が 11 あるとしてその内容を解説したもので
ある。これらの諸原則は，いかなる改正も，一
貫性があり，成長を促進し，我々の世界をトラ
ンスフォームしつつあるイノベーションとデジ
タル化を阻害しないことを保障すべきものであ
るとしている。以下はその内容である。
　・ 国際課税の長年にわたりうまく基礎づけら

れてきた原則（ネット所得課税，ネクサス
要件，PE 原則，独立企業原則に基づく移
転価格）に基づくべきであること

　・ 中立性を乱し有害となるようなデジタル経
済のリングフェンスはするべきでないこと

　・オタワ課税原則を踏襲すること
　・価値創造の理念に基づくべきこと
　・二重課税の発生を削減すべきこと
　・ ネクサスルールとそれへの帰属は同時に決

定・施行するという包括的なパッケージと
して提示すべきであること

　・ モデル条約（本文及びコメンタリー）に反

映されるべきこと
　・ 強力な紛争解決メカニズムを含め，納税者

及び課税当局に対し税の確実性を保証すべ
きこと。BIAC は特に仲裁と相互協議の強
化（ICAP を含む）に期待する

　・グローバルな合意を達成すべきこと
　・ 納税者及び当局の双方にとって執行負担を

最小化すべきこと
　・ デジタルビジネスのみならずビジネス全般

をはじめ他の利害関係者との包括的なコン
サルテーションを通じて行うべきこと

　これらの原則は，いずれもこれまでのコメン
トにおいて言及されてきたものであるが，繰り
返し主張してきた理念原則である前半 5 項目に
比べて，二重課税を避け一律の簡易で確実な執
行を保証するための後半 6 項目の原則に，本文
書ではやや比重がかかっていると思われる。こ
の背景には，EU 等で執行が近づく暫定措置に
対するビジネスの懸念の大きさと，包摂的枠組
みの下で先進国と途上国を含めた合意達成の困
難さの予感があるようにも思われる。
　（2019.3　OECD コンサルテーションに向け
たもの）
　包摂的枠組みは作業計画を作成する前提とし
て，2 つの柱についての協議文書を基に 2019
年 3 月にパブコメ会合を 2 日間にわたりパリで
開催した26）。ここでは，BIAC は，上記のビジ
ネスから見た 11 の課税原則を協議文書が提示
する 2 つの柱のそれぞれの提案に適用して評価
している。協議文書では第 1 の柱の 3 つのオプ
ションの内，ユーザー参加とマーケティング無
形資産にページを割き，重要な経済的存在につ
いては簡記していた。BIAC は，リングフェン
スの有無の観点と従来の移転価格課税ルールと
の近接感から，マーケティング無形資産に好意
的なコメントを寄せている。
　一方で，経団連のコメント27）によれば，理念
面での親近性の表示は BIAC と同様であるが，

25）Business Principles for Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, January 2019
26）200 以上の団体合計 2000 頁超の書面コメントを受けて行われた 2019 年 3 月 13～14 日のパブコメ会合に

は，官民合計で 400 名の参加者があったとされている。
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これが採用された場合の本邦企業への影響への
配慮がより強く表れており，比例原則の主張の
下で，実質的には各論反対のスタンスと見えな
くもない。即ち，本邦企業グループが多く関係
する消費者向け販売事業に対する本オプション
の一般的な課税効果（消費地国に課税権付与）
に疑問を呈している。これらについては，無用
な二重課税を惹起する恐れが高いため，我が国
企業の経営実態からみて現在移転価格で広く採
用されている TNMM の適用を維持すべきと主
張しているのである。このコメントからは，理
念的には親近感を覚えるものの，適用対象は，
むしろユーザー参加に着目するオプションと同
様，限定的にすべきとの方向に向かっている。
　経団連は，同年 9 月にまとめた令和 2 年度の
税制改正提言においても，電子経済課税につい
て詳細に論じており，中でもマーケティング無
形資産の過大評価を戒め，超過利益のある法人
に限るなど比例原則に基づく適用制限の必要性
に言及している。合わせて，新たに追加される
二重課税リスク対応としての仲裁制度の必要性
も追加している。
　なお，BIAC も経団連も第 3 のオプションに
は否定的であるが，これは現行ルールとの乖離
が大きいほかに，包摂的枠組みの中での議論が
未消化であることも，原因と思われる。

Ⅳ－２．2019.10～11 コンサルテーション文書
とそれへのビジネスのコメント

 作業計画に基づく検討が進展する中で，期限
を間近に迎えた包摂的枠組みでは，幾多のパブ
コメを集約して，第 1 の柱における新しい課税
権の創設を，これまでの 3 オプションの趣旨を
統合することによって，事務局対処案（統合ア
プローチと呼ぶ）を作成・発表し，政治的決定
の準備段階である制度の大枠の合意を 2020 年
1 月までに図ることとなった。10 月 9 日に第 1
の柱につき協議文書，11 月 8 日には第 2 の柱
の協議文書がそれぞれ公開され，それぞれ 11

月 21～22 日及び 12 月 9 日に公聴会がパリで開
催されている。
 以下においては，それぞれの協議文書の概要
とそれに対するビジネスのコメントぶりを検討
し，2020 年末に向けた合意の見通しを予測し
てみたい。

Ⅳ－２－１．協議文書の概要
　第 1 の柱に関する協議文書では，既にコンセ
ンサスを得ていた市場国への新しい課税権付与
のための 3 つのオプションの考え方を統合した
新しいアプローチ（統合的アプローチ）が提示
された。まず①物理的拠点の有無によらず，市
場国に一定以上の売上等があればネクサスを認
定し，②課税対象は，消費者向けビジネス（例
えば消費者向け商品や消費者向け要素を含むデ
ジタルサービスの提供）を行い，全世界で一定
額以上の売上等がある多国籍企業に限定し，③
市場国への配分額は，企業グループ全体の通常
利益を超える利益の一部（「利益 A」と呼ぶ）
とするものである。
　なお，市場国にはこの利益 A とは独立して，
市場国での販売活動等に係る移転価格ルールの
定式化を図った利益も配分することとされ，①
市場国における販売活動等の基礎的な活動に付
与される利益（「利益 B」）を定率（例えば，市
場国売上の一定の％）に固定することと，②市
場国が利益 B の基礎的活動を超える経済活動
を行っている場合に，引き続き独立企業原則に
より販売子会社等の利益（「利益 C」）を課税す
ることを許容するとともに，この場合は強力な
紛争解決メカニズムを用意すること，をまとめ
合わせたものが提案された。利益 B 及び C に
ついては従来の課税ルールの適用の枠内と位置
づけており，第 1 の柱についての意見聴取の焦
点は，もっぱら，新ルールである利益 A に集
中している。
　なお，利益 A では , 確定されたグループ利益
を最終的に個々の市場国へ配分されるまでに

27）経団連「経済の電子化に係る課税上の課題屁の対応公開文書に対する意見」2019.3.6
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は，3 段階（全体利益から超過収益を取り出す
段階，取り出した超過収益からオール市場国に
割り当てる超過収益を取り出す段階，市場国利
益を各市場国に配分する段階）を経ることにな
る。いずれの算定過程でも，分割のための定率
や算式が必要とされるが，事務局案ではそれら
は示されておらず，これからの包摂的枠組み国
間での政治的折衝に任せることとしている。
　第 2 の柱については，作業計画では第 1 の柱
ほどには詳細内容が開示されていなかったが，
2019 年秋の協議文書では，軽課税国（最低税
率で課税されていない所得）について，ミニマ
ムタックスを 4 種類の課税手法を利用して課す
方式が明らかにされた。それらのいくつかは，
米国の GILTI 税制や BEAT 税制のアイデアを
参照したものとなっている。具体的には，4 種
類の課税方法（所得合算ルール，国外取得免除
方式の国が軽課税国支店の所得につき外税控除
に切り替える仕組み，軽課税国への支払いを損
金算入否認するルール，軽課税告への支払いに
ついては，条約特典を認めないルール）により，
BEPS 効果を減殺するものである。
　これら第 1 の柱及び第 2 の柱のたたき台案に
おいては，具体的な適用対象となる法人の通常
利益率や超過収益中の市場国へ配分される割合
及びミニマム税を課すための基準税負担レベル
などをどう設定するかは，パブコメも踏まえた
包摂的枠組みの下での今後の加盟国協議に任せ
るとしている。

Ⅳ－２－２．ビジネスからのコメント――BIAC
から28）

　BIAC のコメントは，今回も，2019. 1 の BIAC
ビジネス課税原則に照らし合わせて評価してい
る。ただ，いずれの項目についても，例えば第 1
の柱の中で最も関心を呼んでいる利益 A の課税
対象となるビジネスの範囲に関し，協議文書が
指摘する「消費者向けビジネス」の定義の不確
かである点や，マーケティング無形資産への着

目と価値創造という理念がマッチングしているの
かとの疑義などの課税原則としての根拠不足な
どを中心に，納税者にとっての予測不確かな性
格等から，BIAC の課税原則の充足が不十分で
あると評価している。そして，各協議文書が提
示した質問項目については，各項目とも何が問
題でどのような課題があるのかを詳しくコメント
して，これからの提案の具体化過程で是正希望
する点を概要以下の通り，個別に抽出している。
　（第 1 の柱関係：主として利益 A に焦点）
　まず，課税対象の「消費者向けビジネス」に
ついては，ロイヤルティプログラムの存在や消
費者のフィードバックを踏まえた消費地向けの
ウェブサイトの維持，ターゲット広告など，具
体的な消費者との相互作用に係る要素から，定
義すべきであるとしている。また，適用範囲を
国別報告書の提出基準に沿って大規模多国籍企
業に限定する案を取るとしても，基準海外売上
比率が一定以下の場合は対象から除外すべきと
し，対象に含まれた場合には，親会社所在地で
まとめて申告・納付を行うワンストップショッ
プの導入を勧めている。
　次に，新しいネクサスに関しては，市場国で
の売上高を指標とする GDP と関連する閾値及
びグループの総売上のうちの一定パーセントを
超える閾値が想定されるとしつつ，第 3 者を通
じて販売する場合や組み込まれた製品の場合に
は最終消費者の所在地特定は不可能と指摘して
いる。また，新しいネクサスは，利益 A の課
税にのみ適用すべきとくぎを刺している。
　また，利益 A 算定上のグループ利益の算定
については，連結財務諸表の税前利益に基づい
て計算すべきとしており，連結財務諸表からの
乖離となるいかなる方策もコンプライアンスコ
スト上受け入れがたいとしている。また，二重
課税の排除に関しては，執行が国別にギャップ
が生じる可能性のある税額控除制度よりも，い
わゆる対応的調整方式に基づくべきとしている。
　なお，利益 B と利益 C に関しては，いずれ

28）2019.11.12 および 2019.12.2 付の BIAC W. Morris 税制委員長から OECD 事務局あての書簡
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も課税原則を明らかにしてそれぞれの要件の定
義の明確化を図る必要があるとするほか，利益
C について，利益 A 及び B との二重計上の排
除の必要性を強調している。最後に，義務的仲
裁の必要性を確認している。
　（第 2 の柱関係）
　BIAC は基本的に，第 2 の柱が目的とする軽
課税国への BEPS リスクの防止策に関しては
理論的論拠が十分に説明されておらず，制度設
計に関し第 1 の柱との関連も明らかではなく
（両者間の二重課税問題への対処を含む），既
述のビジネス課税 11 原則に即して疑問が多い
と評価している。
　他の BEPS 勧告に基づき進行中の諸施策と
の重複を基本的に問題視するものであり，第 2
の柱に関しては，所得合算ルールと BEPS 支
払い否認ルールの相関関係やそれぞれの課税原
理が明らかにされた改定提案が今後出されるこ
とを前提に，再度のコメントを留保している。

Ⅳ－２－３．ビジネスからのコメント――我が
国産業界から29）

　経団連は，2 つの柱に関する協議文書につい
て，我が国産業界の実情を踏まえた極めて詳細
なコメントを提出するとともに，パリのパブコ
メ会合にも出席し積極的に意見表明を行ってい
る。また，情報産業企業を主たる加盟企業とす
る新経済連盟も，独自に意見表明を行っている。
以下においてその概要を紹介する。
　（第 1 の柱関係）
　経団連の主張のエッセンスは，ビジネスに
とっての税の安定性の観点から，事務局提案の
対象が過度に広範となり市場国への過剰な利益
配分となることを懸念するものである。即ち，
比例原則に沿った制度設計を行えば，市場国へ
の利益配分は控えめな水準になるはずとしてい
る。また，申告・納付の負担の少ない簡素な制
度であるべきとし（この関係で源泉徴収方式に

は否定的），紛争解決手段の確保も不可欠と主
張している。
　事務局提案からの照会事項への主要な回答ぶ
りは，前述した BIAC 回答と共通する部分が
多いが，特徴的なものを追加すると以下のとお
りである。
　適用範囲については，納税実務負担を軽減す
る観点から，国別報告書対象基準をさらに引き
上げる方向を示唆しているほか，適用除外とす
べきものとしてについて，中間財の製造・販売，
産業用機器，OEM 製品などを列挙するととも
に，協議文書で列記されたもの（採掘，コモディ
ティ，金融）に加えて，医療用薬品や旅客運航
サービス，更には電気通信事業や運輸サービス
などの規制業種も除外すべきと言及している。
　また，新しいネクサス関連では，消費地売上
高の算定ルールの簡素化の必要性と，規模の小
さい国に対する GDP 基準の適用の緩和を求め
ている。
　最も関心を集めた利益 A については，日本
基準を含めた国際的に承認された会計に基づく
営業利益を用いることを承認するとともに，固
定的みなし通常利益率については 10％を十分
に上回る水準，みなし残余利益中市場国に配分
される割合については 10％を超えない控えめ
な水準とし，グループとして損失が発生してい
る場合についても考慮すべきとしている。
　二重課税排除の観点からは，ワンストップ
ショッピングに加えて，対応的調整を指す「課
税ベースの調整」を選好する旨述べている。
　利益 B と利益 C については，BIAC と同様
利益 A との関連を明確化すること，TNMM な
どの現在有効に活用されている移転価格制度と
の関連での導入自体の必要性への疑問（利益 B）
及び紛争解決に際しマルチの仲裁を含めた義務
的仲裁の必要性を主張している。
　以上の経団連コメントが，新しい課税方式に
ついて比例原則に基づく抑制的な実施を強く求

29）経団連意見書については，OECD 向け 2019.11.12 付文書（第 1 の柱）及び 2019.12.2 付文書（第 2 の柱）。
いずれも経団連ウェブサイト（和文）及び OECD ウェブサイト（英文）に掲載。なお，新経済連盟のコメン
トについては，OECD ウェブサイト掲載（英文）のみ
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めている背景には，我が国ビジネスが，これま
でアジア諸国との間の紛争解決で苦労してきた
事実30）や，移転価格算定手法として，予測可能
性の高い TNMM で多くの APA を締結してきた
という沿革が色強く反映されていると思われる。
　なお，2019.11.29 に実施された公聴会では，
経団連は二重課税排除の観点から簡潔さを求め
るコメントをプリゼンしており，上記コメント
の内，①ワンストップショップの申告・納税制
度，②対応的調整による二重課税調整，③源泉
徴収方式への否定的見解，に焦点を絞った発表
を行ったようである。
　一方で，新経済連盟のコメントからは，欧州
を中心に直面している 1 国限りのデジタルサー
ビス税の攻勢に対する危機感が強く表れてお
り，2 つの柱に基づく長期的解決策に対する期
待の大きさがうかがえる。また，対象範囲を消
費者向けビジネスに拡大する方向性を支持し，
適用除外は高度に規制された業種に限るべきと
している。また，ネクサスや利益算定方法につ
いても，業種中立的な基準の設定を支持してい
る。なお，損失の取扱いやワンストップショッ
プ方式への指示については経団連と同様である。
　（第 2 の柱関係）
　経団連の主張のエッセンスは，第 2 の柱の内
容となる低課税国への追加的 BEPS リスク対
応は，すでに先行 BEPS 勧告の下で実施され
ている諸施策とオーバーラップするもので不要
であるとの認識である。特に CFC 税制につい
ては，我が国で長期にわたって制度が改正され
てきており，BEPS 対応も他国に先行して国内
法改正を行ったばかりであることが，第 2 の柱
の合算措置不要論の背景にあると推測される。
　事務局提案からの照会事項への主要な回答ぶ
りは，第 1 の柱の場合と同様，前述した BIAC
回答と共通する部分が多いが，特徴的なものを
追加すると以下のとおりである。
　まず BIAC と同様，新しいミニマム税の必
要性についての理論的根拠や第 1 の柱に追加す

る必要性についての懸念を表明している。即ち，
従来の制度との重複感と追加的納税コストの膨
大さを指摘するとともに，仮に受け入れるとし
た場合のブレンディングについては，連結財務
諸表を用いた全世界ブレンディングによるべき
ことを強調している。そして，重要性の観点か
ら連結に含めていない子会社は，第 2 の柱から
除外すべきとした。また，事業体ブレンディン
グについては，CFC 税制の実効税率算定の枠
組が認められるのであれば，追加的事務負担が
ないため承認できると留保した。加えて，納税
者の規模に応じたデミニマス基準の必要性につ
いても言及している。
　これらのコメントは，BEPS 問題に長年にわ
たって取り組んできた我が国 CFC 税制への信
頼ともいうべきものが背景にあるとも評価され
る。財務・経済産業の両省の間で，長年にわたっ
てビジネス実態に合わせて改正されてきた我が
国 CFC 税制の比例原則に基づく妥協策の現状
を肯定的に捉える立場からは，重複感の指摘は
もっともなものと思われる。
　2019.12. に行われた公聴会では，経団連は，
実施する場合には，課税ベースの判断には全世
界ブレンディングが必須であり，かつ，永久差
異となる受取配当の除外を主張している。
　一方，新経済連盟のコメントでは，全世界ブ
レンディングを原則とし，税負担については，
全世界負担水準を考慮すべきとしている。また
適用除外については，電子情報産業を含みすべ
ての高度規制業種を対象とすべきとしている。

30）コメント中には，利益 C に関して中国当局が主張するマーケットプレミアムへの警戒感も表明されている。
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Ⅴ．2020.1 末の包摂的枠組承認文書後のビジネスの関与

Ⅴ－１．承認文書の概要
　2020 年 1 月 31 日に OECD/G20 の下にある
包摂的枠組み国（現在約 140 か国）が承認した
2 つの文書は，一つ目が，第 1 の柱に関する昨
秋（2019.10～11）の事務局作成の協議文書に
記された枠組に基づく具体的提案であり，二つ
目が，第 2 の柱に関する検討の進捗状況報告書
であった。即ち，第 1 の柱に関しては，市場国
へ新たに課税権を付与する多国籍企業の所得と
して，自動化されたデジタルサービス提供ビジ
ネス及び消費者向けビジネスから生じる超過収
益を対象とする枠組みが統合アプローチとして
提案され，この枠組みが承認されたほか，第 2
の柱に関しては，最低税率未満の国の事業体に
発生する子会社所得についての親会社での合算
や，同事業体への税源浸食支払いの損金算入の
制限などについて規制する方向での枠組み作り
の経過が報告され，今後のスケジュールなどが
承認されたのである。但し，2020 年になって
米国ムニューシン財務長官が OECD のグリア
事務総長に送付した書簡（第 1 の柱による市場
国への課税権移転をセーフハーバーと位置づ
け，伝統的ルールに従った納税か，新しい市場
国に課税権を認めた納税を行うかについての選
択権を納税者に認める提案を記したもの）につ
いては，この文書の中でも，包摂的枠組み参加
国から，これまでの合意内容の実施を損なう結
果となるのではとの懸念が，表明されている。
　なお，本件承認文書は，2020 年 2 月開催の
G20 財務大臣中央銀行総裁閣僚会議において承
認された。

Ⅴ－２．承認文書に対するビジネスの関与
　承認文書は，①既に，昨秋のパブコメを経た
ものであり，その意見をある程度反映したもの

と解説されていること，②第 1 の文書は枠組み
のみの合意，第 2 の文書は経過報告という性格
であること，から見て，ビジネスから新たにイ
ンプットすべき論点はないと思われる。ビジネ
スは全体として，迫りくる 1 国単位のデジタル
サービス税の攻勢への防御として，コンセンサ
スベースの新しいルールを受け入れることとし
ている。その枠組みをセーフハーバー構想など
により実効性の乏しいものにしてしまうと，新
しい課税ルールの合意を困難にし，暫定的と標
榜しているデジタルサービス税の推進勢力に，
勇気を与えることになりかねないと考えられる
からである。
　これからは，2020 年末の最終合意に向けて，
主として政府代表により，インパクトアセスメ
ントを踏まえた超過収益率，市場国配分率，最
低税率など新しい課税ルールの中核をなす各種
閾値の決定を巡って交渉が活発化すると思われ
る。そこでは，もし，制度の簡素化を重視する
方向で一律の閾値設定に向かう場合には，利益
率に格差のあるビジネスライン毎に新ルールの
影響度が異なり，結果において業界間の勝ち負
けがはっきりしてしまう。かといって，きめ細
かなビジネスライン毎の閾値設定を行うこと
は，そもそも業種ごとにデジタルトランス
フォーメーションが日々進行している環境下で
は，技術的にも大きな困難と思われる。
　ステークホルダーとしてのビジネスからのコ
メントの役割は，今後も重要と考えられるが，
枠組みの議論で達成できたほどの貢献を，ビジ
ネス全体を構成員としている OECD ビジネス
諮問委員会（BIAC）に求めるのは困難であろ
う。これからは，むしろビジネスライン毎の多
様性を踏まえたコメントの役割が求められるこ
ととならざるを得ず，BIAC が取りまとめ役を
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継続するとしても，業界ごとのコメントの反映
がより求められることになると思われる。そし
て，それらを踏まえた総合調整では，G20 によ
る強力な政治的リーダーシップが必要となるで
あろう。

Ⅴ－３．今後の課題等
Ⅴ－３－１．2020.1 文書の提起した課題
　当面は，ムニューシン提案にみられる米国の
出方が，G20 のリーダーシップ発揮の上で，注
目される。そのうえで，OECD では，上記承
認文書に基づき，今後の検討に委ねられた上記
の各種閾値についての詰めの交渉が本格化する
と思われる。
　但し，ムニューシン提案は，これまでの
OECD 事務局案を巡るビジネスからのコメン
トにおいて，目立ったコメントとして紹介はさ
れていなかったところから見ると，米国におけ
る一定のロビー活動を反映したものとも推測さ
れるが，GAFA にはこれまでそのような動き
は見られなかった。そうすると，R&D に基づ
き獲得した無形資産の超過収益への貢献が大き
く，第 1 の柱の枠組みが合意された場合の影響
度が大きいと思われる業界，例えば製薬業界な
どが，働きかけをしていることも想定できるか
もしれない。
　いずれにしてもインパクト評価を経て，閾値
の設定に際して交渉が進展する際には，ビジネ
スライン毎のインプットが，今後も要請される
ものと思われる。そこで，今後の OECD での交
渉におけるビジネスの役割を再確認しておこう。

Ⅴ－３－２．第 1の柱関連
　まず，第 1 の柱に関しては，今後通常収益と
超過収益の境界を画する営業利益率の％や超過
収益の内，市場国に配分される割合，更には，
各市場国への配分キーとなる指数の決定など，
具体的な宿題が残っているが，これについての
課題は以下のとおりである。
　その一は，多国籍企業の国家間所得配分とな
れば，連結財務諸表を利用した全世界超過収益

の計算が求められる。その際には，連結財務諸
表の基盤となる各国の会計制度の評価を税の立
場から行うことになるが，どこまで弾力的に認
めあえるかを，まず決断せねばならない。個別
財務諸表を基に法人単位の規律に基づいてきた
現行法人税制と並行して新制度が導入されると
なれば，当局・納税者にとってはこれまでに経
験したことのないコンプライアンスコストの増
加は避けて通れないと思われるので，この点へ
の配慮を十分にする必要がある。
　会計制度の取捨選択を行ったうえで，1 月末
文書で未決定である「みなし通常利益率」「み
なし超過収益の内，市場に配分される割合」さ
らには「市場配分超過収益を各市場に分割する
ためのパラメーター」など，市場国の税収増の
規模を確定する上での重要な政治決定が待って
いる。合意を促進したい OECD は 2020 年 2 月
13 日に電子経済に関する全部の施策を実施し
た場合の税収効果見通しを公表したが，そこで
は，検討中の新ルールの効果のみならず，多国
籍企業の自発的な所得配分比率の変更も含め
て，包摂的枠組みの多数メンバーである途上国
に恩恵が大きくなるとする試算となっていた。
　但し，これからの検討過程での難題は 2 つ
残っている。ひとつは，前述した通り，超過利
益が異なるビジネスモデルに応じた課税スキー
ムの区分を持ち込むかどうか，或いは，法的規
制などで超過収益の発生が制約されている業種
の適用除外をどこまで認めるかという，ビジネ
スプロパーの問題である。
　もう一つは，米国が最近提案した合意内容に
基づく課税に服するか或いは従来の課税方式に
基づく課税を行うかの選択権を納税者に与える
とする提案（セーフハーバー案）への対処であ
る。包摂的枠組みからのグローバル合意の実効
性を損ねるものとの懸念との間で，政治的な折
衝が必要とされる。

Ⅴ－３－３．第 2の柱関係
　第 1 の文書に基づく市場国への新たな課税権
配分と並び，第 2 の文書は，残された低税率国
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への所得移転リスクに備える新制度として，グ
ローバルに統一設定した最低税率に達するまで
の課税を，親会社所在国に認める制度について，
その検討状況をまとめた。この提案には，低課
税国向けの損金算入支払いを制限する併合プラ
ンも付されており，これから第 1 の提案と並ん
で検討することとされている。ここでは，最低
税率テストをグループ全体の実効税率で測定す
るのか，地域・国別か，或いは事業体別か，と
いう重要な選択の決定が残されており，これも
合意が困難な課題である。
　比例原則に基づき，新制度に採用に当たって
は，できるだけコンプライアンスコスト増加を
抑えるという観点からは，ビジネスの対応可能
性から，グループ単位での測定を求める声が高
まると思われる。しかし，この選択の背景には，
本制度を，グループ全体の税負担について
BEPS を適正水準に留めるための施策と考える
のか，或いは，個々の低課税国への BEPS を
網羅的に予防するためのものと位置付けるかの
目的論の違いがあり，折衝は容易ではないと思
われる31）。
　また，第 2 の柱は，導入する場合には，CFC
税制や利子の損金算入制限など既存の租税回避
否認制度との重複の調整も必要である。ビジネ
スからは，複雑な重複適用を避ける制度設計が
求められるであろう。

Ⅴ－３－４．わが国ビジネスにとっての課題
　市場国に追加的な課税権を配分する構想が実
現した場合には，我が国企業にとって，海外直
接投資先をどこにするかという経営判断のみで
は十分ではなく，現行のグローバルバリュー
チェーンへの新ルールの影響測定が必要とされ
るであろう。その際には，合意される処方箋内
容の各国当局による実施状況如何のモニタリン

グも必要とされる。
　また，2020 年報告の実施のためには，手続面
でのコーポレートガバナンス強化を求める処方
箋も付随することが予測される。経営情報を税
務情報として開示するよう求める範囲の拡大は，
すでに国別報告書で経験したところであるが，
グループ単位の財務情報に基づく課税スキーム
が登場した場合には，新ルールを踏まえたグロー
バル税務管理充実の必要性が高まり，経営資源
の再配分まで必要になるかもしれない。その際
には，我が国企業も欧米ライバル企業のノウハ
ウ（グローバルな租税戦略に関する本社指導モ
デル）に移行せざるを得ないと考えられる32）。

Ⅵ．おわりに
　これからビジネス業界のみならず国家ベース
での税収効果の推計を踏まえた交渉が本格化す
ると思われるが，この交渉の過程では，近年の
通商交渉の様に政治的な勝ち負けにこだわるこ
となく，これまで国際課税に係るルール設定で
発揮してきた税の国際協調体制のメリットが維
持されることを期待したい。
　「底辺への租税競争」をストップさせる必要
も重要であるが，OECD が本施策の実施によ
る効果として試算した「グローバル法人税収の
1000 億ドル増加」が，市場国からの喝さいを
浴びる一方で，ビジネスからは，グローバル経
済を支えるイノベーションを阻害しない比例原
則に基づく穏当な制度設計を求める声が高まっ
ている点にも，相当の配意が必要を考える。
 （以上）

31）米国の GILTI や BEAT はその総合的な検討を経た一例と思われる。
32）以上は大企業を念頭に置いた議論であるが，我が国中小企業もサプライチェーンの一環として，影響を受

けることになる。その際のアドバイザリーサービス提供側（税理士，弁護士，会計士）においても，他国の
同業者との協調体制を拡充せねばならないと思われる。
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